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セミナーの目的・構成

１ 気候変動対策
２ 公害対策
３ 廃棄物・３Ｒ対策
４ 化学物質対策
５ 生物多様性対策

○エコアクション２１審査員のみなさまを対象
○環境法令の最新動向や最近の気になるトピックスを解説
○国や自治体の政策の方向性を理解するとともに、審査における対応方法を
各自で考えるための基礎情報を提供
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１ 気候変動対策

Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved.
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続発する環境法違反！

Copyright © Rakushisha 

Co.,Ltd. All Rights Reserved.

フロン排出抑制法違反で検挙！

東京都報道発表資料（R3.11.9）

「改正フロン排出抑制法違反で警視庁が全国初の検挙」
冷凍空調機器に使用されているフロンの温室効果はCO2の数十倍から一万倍以上と

非常に大きく、気候変動に大きな影響を及ぼします。このため、警視庁と都はフロンの
みだり放出などの不適正事案を撲滅するため連携し取り締まりを強化しています。かね
てより都が指導していた、管理者である●●●●●株式会社と建物解体業者である有
限会社■■■■をフロン排出抑制法違反で警視庁が東京地方検察庁立川支部へ書類
送致したとの情報提供がありましたのでお知らせします。

警視庁資料 「事案の概要」（抜粋・要約）
(1) 被疑者 A、被疑法人甲 ※管理者

エアコンディショナーに充填されているフロン類に
関して、充填回収業者への引き渡しを他の者に委
託する際に委託確認書を交付しなかったもの。
(2) 被疑者 B・C、被疑法人乙 ※解体業者

営業所の解体工事に関して、フロン類を、大気中
にみだりに放出したもの。

東京都ではフロ
ンGメンによる

指導、取り締ま
りを強化！！
（R2.4～R3.10

立入調査7493

件、勧告24件）
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フロン排出抑制法の対象機器を管理するときの義務とは？

フロン排出抑制法①

5

フロン類の使用の合理化及び
管理の適正化に関する法律

点検記録、
審査で確認
しています
か？
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出典：環境省
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フロン排出抑制法の対象機器を廃棄するときの義務とは？

フロン排出抑制法②
廃棄等実施者
の審査で廃棄
の有無、引取
証明書の確認
をしています
か？

解体業者の審査で引き
取り証明書の写しの確
認をしていますか？



出典：環境省
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改正省エネ法 Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. 

All Rights Reserved. 出典：経産省
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R4.5.20公布、R5.4.1施行



9

Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved.出典：経産省

法律名も変
更「エネル
ギーの使用
の合理化
及び非化石
エネルギー
への転換
等に関する
法律」へ
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東京都環境確保条例、改正へ
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出典：東京都

東京都環境確保条例、H22から総量削
減義務と排出量取引を実施中！

気候変動対策のトップランナーが、さらに規制強化へ！？

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）の改正について」
（R4.8.8東京都環境審議会答申）
■新築建物への規制強化
①新築2000㎡以上【強化・拡充】
・太陽光発電の設置義務、ZEV（ゼロエミッション・ビークル）充電設備の基準新設、
断熱・省エネ性能の基準を国基準以上へ（マンション等の住宅を含む）

②新築2000㎡未満（住宅等の一定の中小新築建物への新制度【新設】）
・年間都内供給総延床面積が２万㎡以上の住宅供給事業者等を対象
・太陽光発電の設置義務（事業者単位で達成を求める）、ZEV充電設備
基準新設、断熱・省エネ性能の基準を国基準以上へ

■その他 キャップ＆トレード制度の改訂（再エネ目標設定等）【強化・拡充】の改正など

「東京都環境基本計画のありかたについて」
（R4.8.8東京都環境審議会答申）
■2050年「ゼロエミッション東京」を実現
➡■2030年目標
①温室効果ガス排出量（2000年比） 50％
削減（カーボンハーフ。現在30％目標）

②再生可能エネルギー電力利用割合50％
程度（中間目標：2026年30％程度）
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２ 公害対策

Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved.



R2.6改正法公布。レベル３も対象。R3.4、4.4、5.10施行
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大気汚染防止法：石綿規制

出典：
環境
省

■解体工事における石綿規制の概要（改正後）

元請業
者等

●レベル１～３の有無を事前調査し、発注者に書面で説明
●石綿の有無にかかわらず、一定規模（床面積80㎡以上の解体工事等）
以上の工事の場合、事前調査結果を都道府県知事に届出（R4.4～）

●石綿飛散防止のため作業基準を順守
●作業記録の保存。終了後、発注者への報告（書面を保存）

発注者 ●工期や工事費などの契約で作業基準の遵守を妨
げるおそれのある条件を付さないように配慮

●レベル１、２を含む建築物等の解体、改造、補修作業
を行う場合、作業実施14日前までに都道府県に届出

発注者への審査で
解体工事の有無、
規制への認識を確
認していますか？

元請業者への審
査でこれら義務履
行のを確認してい
ますか？
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３ 廃棄物・３Ｒ対策

Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved.



Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved.

産廃、電子マニフェスト、７０％超え

15
出典：日本産業廃棄物処理振興センター

電子化目標：2022年度70％。実績：2017年度53％⇒2021年12月70.2％

紙はリスク大。審査で原
本を確認していますか？
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プラスチック資源循環法、R4.4施行
Copyright © 

Rakushisha Co.,Ltd. All 

Rights Reserved.

事業者対策のポイントは３つ

①プラスチック使用製品設計指針
プラスチック使用製品製造事業者等は、プラスチック使用製品設計
指針に即して設計するよう努める（努力義務）。

②ワンウェイプラスチックの提供事業者の判断基準
・小売・サービスなどの特定プラスチック使用製品提供事
業者は、「判断基準」に従い、使用の合理化に取り組む
・対象：各種商品小売業のプラスチック製のフォー

クやスプーン、宿泊業のヘアブラシ等
・主務大臣は、指導・助言、特定プラスチック使用製品多量提供事業者
（前年度５ｔ以上提供）に勧告・公表・命令ができる（違反に罰則）

③排出事業者の判断基準
・排出事業者（小規模企業者等を除く。）は、「判断基準」に従い、
プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制や再資源化等
に取り組む
・主務大臣は、指導・助言、多量排出事業者（前年度250トン以上
排出）に勧告・公表・命令等ができる（違反に罰則）
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事業者の取組み事例

Copyright © Rakushisha 

Co.,Ltd. All Rights 

Reserved.

出典：「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準の手引き（1.0 版）」

https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/tebiki_haisyutu_handan.pdf

社内での「情報入手 ＋ 検討」の場の確保を

プラスチック資源循環、自社で何をするか？

本法への認識と取組状況を
審査で確認していますか？

https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/tebiki_haisyutu_handan.pdf
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４ 化学物質対策

Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved.
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化管法、ＰＲＴＲ・ＳＤＳ物質見直し
R3.10.20改正化管法施行令が公布、R5.4.1施行へ
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対象事業
者の改正
への認識、
審査で確
認していま
すか？

出典：環境省



水害による化学物質流出防止
改正東京都化学物質適正管理指針（R3.4施行）とは？

出典：東京都 Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20

審査で現場
を確認してい
ますか？
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出典：厚労省

全体を確認するには
https://www.mhlw.g

o.jp/content/113030

00/000945523.pdf

※以下、適宜抜粋、
省略しています。
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Reserved.

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945523.pdf
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出典：厚労省

労働安全衛生
法の遵守はエ
コアクションの
必須事項では
ありません。
同法をエコア
クションに組
み込んで活動
する事業者も
いるので、参
考までにお伝
えします。
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５ 生物多様性対策

Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved.



出典：環境省

30 by 30で、自然共生サイト試行

Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24

サーティ・バイ・サーティ

「30 by 30」目標と自然共生サイト（仮称）

○2030年までに、陸と海の30％以上を保全する国際的な目標のこと。
2021年Ｇ７サミットで合意。

○日本の現状： 日本では、陸域20.5％と海域13.3％を保護地域とし
て保全。「30 by 30」目標達成に向けたハードルは高い。

○日本の対策： 国立公園等の保護地域を拡張等するとともに、企業
有林や里地里山など保護地域以外の生物多様性保全に貢献して
いる場所を環境省が自然共生サイト（仮称）として認定し、
「30 by 30」目標に組み込んでいく。

拡大する生物多様性の取組み

従来の生物多様性の世界目標である「愛知目標」の後継となる目標が、2022年12月
に開催予定のCOP15（カナダ・モントリオール）で採択される予定。

➡ 日本： 次期生物多様性国家戦略の策定へ（2023年3月予定）
「ネイチャー・ポジティブ」の実現へ
（2030年までに自然の損失を回復軌道に乗せ、

2050年までに自然を完全に回復させる）

世界的に関心が
高まる生物多様
性を審査で伝えて
いますか？
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おわりに

Copyright © Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved. イラスト： Shoko Suzuki

改正を含む法遵守がＰＤＣＡサイクルにきちんと組み込まれているか確認
その前提として、自らの知識を高める（私もです）

経営（環境リスク回避）と社会（環境保全）に役立つ審査を目指しましょう


